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新TDnetにおける開示資料のXBRL化について 

 

１．対象となる開示資料 
 

(1) 通期決算短信、四半期決算短信 

○ サマリー情報 

平成２０年７月に稼働を予定しているTDnet（以下「新TDnet」といいます。）では、

通期決算短信及び四半期決算短信のサマリー情報については、オンライン登録サイトを

通じて作成されたXBRL形式での提出が必要となります（※１）。決算期毎に提出が必要

となる時期については、別添１②をご参照ください。 

なお、同サイトの機能的、技術的な問題により、当該サマリー情報のXBRLファイルの

作成が困難な場合には、事前にご相談いただくとともに、XBRLファイルの作成が困難な

状況等を記載した「XBRL作成調査書」をご提出ください（※２､３､４）。 

 

○ 財務諸表 

新 TDnetでは、EDINETに提出するために作成された XBRL形式の有価証券報告書、四

半期報告書の財務諸表を活用し、平成２０年１０月を目途に同財務諸表について、TDnet

オンライン登録サイトを通じて提出することが可能となる予定です(※１)。決算期毎に、

提出が可能となる時期については、別添１②をご参照ください。なお、新TDnetにおけ

る財務諸表のXBRL化が完成するまでの間、財務諸表については、従来どおりPDFファイ

ル形式で作成・提出してください。 

XBRL形式の財務諸表については、従来のPDF形式、HTML形式の財務諸表に比べ、二次

利用性が高く、投資者の利便性、情報伝達の迅速性の向上が見込まれることに加え、TDnet

とEDINETそれぞれに提出する財務諸表を一元化することにより、上場会社の作業負担の

軽減が見込まれます。以上の趣旨を踏まえ、サマリー情報と同様、財務諸表についても、

XBRL形式でご提出いただきますよう、お願いいたします。なお、具体的な財務諸表のXBRL

形式での作成・提出方法等については、平成２０年８月頃に改めてご連絡させていただ

く予定です。 

 

(2) 中間決算短信、四半期財務・業績の概況（四半期決算短信については、(1)参照） 

従来の中間決算短信、四半期財務・業績の概況（平成２０年３月３１日以前に開始した

事業年度の決算期が対象）については、サマリー情報、財務諸表共にXBRL化の対象といた

しません（XBRL形式での作成・提出はできません）。また、従来の数値データ（CSVファイ

ル）についても、新TDnetでは作成・提出はできませんので、自社のPCで①サマリー情報、

②サマリー情報を含む開示資料全ページをPDFファイルとして作成し、新TDnetに提出し

てください。 

別添１① 
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(3) 業績予想の修正、配当予想の修正 

新 TDnetでは、業績予想の修正、配当予想の修正については、オンライン登録サイトを

通じて作成されたXBRL形式での提出が必要となります(※１)。 

なお、同サイトの機能的、技術的な問題により、XBRLファイルの作成・提出が困難であ

る場合には、事前にご相談いただくとともに、XBRLファイルの作成が困難な状況等を記載

した「XBRL作成調査書」をご提出ください。(※２､３､４) 

 

(4) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 

コーポレート・ガバナンスに関する報告書（以下「CG報告書」といいます。）については、

従来、CSV形式の数値情報を作成・提出いただいておりましたが、新 TDnetでは、通期決

算短信等と同様に、オンライン登録サイトを通じて作成されたXBRL形式で提出が必要とな

ります(※１)。 

 

(5) その他の開示資料・提出書類 

これまで TDnetで提出・開示していた１～４以外の開示資料・提出書類については、従

来どおり、PDF形式で作成し、TDnetに提出してください。 

 

※1：新TDnetにおけるXBRLファイルの具体的な作成方法については、「TDnet事務手続きマニュア

ル」を参照してください。同マニュアルは、新TDnetのサイトに掲載されています。新TDnet

にアクセスし、初期画面の下部に表示される「ご利用ガイド」をクリックしてください。 

 

※2：XBRL作成調査書の詳しい提出方法については、「XBRL作成調査書提出マニュアル」(稼動後に

オンライン登録サイトのご利用ガイド画面に掲載予定)を参照してください。 

 

※3：オンライン登録サイトの機能的、技術的な問題により、XBRL形式での開示資料の作成・提出

が困難な場合とは、以下のケースが想定されます。やむを得ず開示予定時刻までにXBRL形式

での提出が間に合わない場合には、PDF形式で作成した開示資料により開示を行った後、速や

かにXBRL形式での提出が必要となります。 

①同サイトの XBRL作成機能において、表示する選択項目一覧に上場会社が作成する決算短信

等の項目が含まれていない。 

②同機能において、一覧表の行や列が不足する等、上場会社の作成する開示資料の様式を表示

できない。 

③その他、同機能の機能的・技術的な問題により、上場会社が開示資料を XBRL形式で作成・

提出が困難な場合。 

 

※4：各社のロゴマーク等を開示資料に添付する場合でも、XBRLファイルの作成・提出は必要です。

その際にはXBRLファイルを基に出力されたPDFファイルにAcrobatの機能を利用してロゴマ

ーク等を添付してください(詳しくは、「PDFファイル作成ガイド」(稼動後にオンライン登録

サイトのご利用ガイド画面に掲載予定)を参照してください)。 
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２．各開示資料におけるXBRL化の対象範囲 
 

新 TDnetにおいて、XBRL形式での作成が必要となる開示資料のうち、具体的な XBRL化の

対象範囲は、以下のとおりとなっています。なお、XBRLデータの作成は、TDnetから提供さ

れる入力テンプレートに財務情報等を入力することにより行います（※１、２）。 

 

※1：財務諸表を除く。財務諸表のXBRLファイル形式での提出は、平成２０年１０月以降開始予定

です。それまでの間は、他の開示資料と同様、PDFファイル形式で作成してください。財務諸

表のXBRLデータの作成方法につきましては、平成２０年８月を目途にご連絡します。 

※2：具体的な作成方法につきましては、「TDnet事務手続マニュアル」を参照してください。 

 

(1) 通期決算短信・四半期決算短信 

決算短信・四半期決算短信については、開示項目により作成するファイル形式が異なり

ます。それぞれの開示項目ごとに区分して開示資料を作成してください（通期決算短信(連

結財務諸表作成会社)の場合、合計６ファイルの作成が必要となります）。 

なお、サマリー情報、財務諸表以外の開示項目については、従来どおり、PDFファイル形

式で作成してください。 

 

開示資料 開示項目 作成ファイル形式 

サマリー情報 XBRL 

定性的情報 PDF 

連結財務諸表(※) XBRL 

連結財務諸表に関する注記 PDF 

個別財務諸表(※) XBRL 

通期決算短信 

（連結作成会社） 

 

個別財務諸表に関する注記＋その他 PDF 

サマリー情報 XBRL 

定性的情報 PDF 

個別財務諸表(※) XBRL 

通期決算短信 

（連結非作成会社） 

 

個別財務諸表に関する注記＋その他 PDF 

サマリー情報 XBRL 

定性的情報 PDF 

連結財務諸表(※) XBRL 

四半期決算短信 

（連結作成会社） 

 

連結財務諸表に関する注記＋その他 PDF 

サマリー情報 XBRL 

定性的情報 PDF 

個別財務諸表(※) XBRL 

四半期決算短信 

（連結非作成会社） 

 

個別財務諸表に関する注記＋その他 PDF 

※ 財務諸表の XBRLファイル形式での提出は、平成２０年１０月以降開始予定です。それまでの

間は、他の開示資料と同様、PDFファイル形式で作成してください。 
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(2) 業績予想の修正、配当予想の修正 
 

開示資料 開示項目 作成ファイル形式 

財務情報＋定性的情報 XBRL 業績予想の修正 

配当予想の修正 定性的情報(※) PDF 

※ 定性的情報のうち、入力テンプレートが対応していない部分については、PDF形式で作成して

ください。 

 

(3) CG報告書 
 

開示資料 開示項目 作成ファイル形式 

定型文書 XBRL CG報告書（内国会社）（※） 

組織図等(※) PDF 

※ 内国会社以外の CG報告書、運用体制に関する報告書については、従来どおり、PDFファイル

形式で作成してください。 

※ 組織図等、入力テンプレートが対応していない開示項目に関しては、PDF形式で作成してくだ

さい。 

 

 

以 上 


